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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和６年１月１６日（火）午前１０時２７分～午前１０時４６分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、総務部危機

管理担当部長、市民部長、協働推進部長、環境部長、健康福祉

部長、健康福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市

整備部長、都市整備部建設管理担当部長、教育部長、教育部学

校教育担当部長、議会事務局長、会計管理者 

欠席者：なし 

議 題 
１ ⑥実施計画について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方
針、残された問
題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１：原案のとおり決定する。 

議題２：⑥実施計画について、市長決裁を経て、広資料として配布予定

である。 

審 議 経 過 
（主な意見等を
原則として発言
順に記載し、同

一内容は一つに
まとめる。) 

議題１ ⑥実施計画について 

（企画財政部長説明） 

実施計画は、第五次長期総合計画における前期基本計画に示した

施策を計画的に実施するための事業計画であり、実施に係る年次計

画等を明らかにするものである。 

各課から登載要求のあった事業は、計３０３事業であり、その後、

ヒアリング、現地調査、理事者査定等を経て、本日、⑥実施計画原

案として取りまとめたものである。 
採択事業は２０９事業で、うち新規掲載事業が４３事業である。 

詳細は、企画政策課長から説明申し上げる。 

 

（企画政策課長説明） 

  資料３頁を御覧いただきたい。 

  実施計画の考え方や登載事業についての考え方などを記載してい

る。 

  「１ 実施計画の考え方」であるが、本計画は、武蔵村山市長期総

合計画の一環として、基本計画で体系化した施策を計画的に実施する 

ための計画である。 

策定に当たっては、事業の査定を行った後、予算要求に反映させ

るものとしているが、令和２年度（③実施計画）からは、予算編成

作業において、他の経常経費と合わせて予算査定を実施することと

しているため、事業費を掲載していない。 
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次に、「２ 登載事業について」であるが、実施計画については、

長期総合計画基本計画や行政改革大綱などに登載された事業で、本

市として特に重点的・優先的に進めていくべき事業を登載している。

そのため、実施計画に登載されている事業は、予算編成に際しては

優先すべき事業として位置付けることとしているが、先ほども説明

したとおり、当初予算編成の中で更に事業内容等の精査を行ってい

る。 

「３ その他」についてであるが、⑥実施計画からの新たな表記

として、国土強靭化地域計画に位置付ける事業、ＤＸ推進関係事業

及びゼロカーボンシティの実現に向けた取組について、「Ⅱ 事業計

画」の各事業備考欄にそれぞれ「○国土強靭化」、「○ＤＸ推進」及

び「○ゼロカーボン」と表示している。 

 

次に資料４頁及び５頁の「４ 施策体系」を御覧いただきたい。 

第五次長期総合計画前期基本計画の施策体系を掲載しており、本

計画は、この体系に沿って作成している。 

 

  次に資料６頁及び７頁の「５ 事業総括表」を御覧いただきたい。 

  本実施計画に登載されている事業数を掲載している。なお、先ほど

企画財政部長から採択数は２０９事業と申し上げたが、その内、令和

６年度実施分については１９６事業である。 

 

  次に資料８頁の「６ 新規掲載事業一覧」を御覧いただきたい。 

  新規事業の考え方として、事業としては既に実施されているもの

も、⑥実施計画から初めて登載されるものについては、新規事業とし

ている。 

 

  次に資料９頁及び１０頁の「７ 国土強靭化地域計画関係事業一

覧」を御覧いただきたい。 

本計画において、国土強靭化地域計画へ位置付ける事業を、一覧

にて示している。 

 

次に資料１１頁の「８ ＤＸ推進関係新規事業一覧」及び「９ ゼ

ロカーボンシティの実現に向けた新規事業一覧」を御覧いただきた

い。 

ＤＸ推進及びゼロカーボンシティの実現に向けた取組を優先的に

取り組むべき事業と位置付け、一覧にて示している。 

 

次に資料１２頁から１８頁の「１０ 実施計画事業ＳＤＧｓ対応
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表」を御覧いただきたい。 

ＳＤＧｓについて、各事業に関連性の高いゴールを表で示してい

る。 

 

  １９頁からは、個別の事業計画となるが、⑥実施計画からの新たな

表記として、先ほど３頁の説明の中で申し上げたものに加え、節の下

の中項目ごとに関連性の高いＳＤＧｓのゴールを表示している。 

また、個別事業計画について、既に各部へ内示済であるが、⑥実

施計画に新たに登載する事業を中心に説明させていただく。 

 

（２１頁） 

⑴ 栄村交流事業 

長野県栄村で伝統的に行われている「栄ふるさと太鼓」の活動を

行う団体と太鼓を通した交流を行うものである。 

 

（２２頁） 

⑴ ＬＩＮＥ等システム導入事業 

情報発信手段として、新たにＬＩＮＥシステムを導入するもの

である。 

 

（２４頁） 

⑶ 若年健康診査事業 

特定健康診査等の対象とならない若年層の市民に対し、健康診査

を実施するものである。 

⑷ がん患者ウィッグ等購入費助成事業 

がん治療に伴う脱毛や乳房の切除等を行った方を対象に、ウィッ

グ及び胸部補正具の購入費用等の助成を行うものである。 

 

（２８頁） 

⑴ 民生・児童委員活動ＩＣＴ化支援事業 

民生・児童委員のモバイルＰＣを活用するため、モバイルルータ 

ーを民生・児童委員に貸与する試行運用を行うものである。 

 

（３１頁） 

⑸ 低所得妊婦初回産科受診料支援事業 

低所得の妊婦に対し、初回の産科受診料を助成するものである。 

⑻ 多様な他者との関わりの機会の創出事業 

保護者の就労等の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こ

ども園等を利用していない未就園児について、保育所等にて定期
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的な預かりを実施するものである。 

 

（３２頁） 

⒀ 健やかひろば事業 

既存の「子どもカフェ運営事業」及び「児童館親子ひろば事業」

を統合し、就学前の子どもとその保護者へ安心・安全な遊び場、子

育て相談ができる居場所の提供を行うものである。 

 

（３５頁） 

(28) 学童クラブ昼食提供事業 

小学校の長期休業期間中に、学童クラブにて弁当形式の昼食提

供を行うものである。 

 

（３７頁） 

⑹ 認知症検診推進事業 

認知症に関する正しい知識の普及啓発を進めるとともに、認知症

検診を推進するものである。 

 

（４０頁） 

⑼ 新青梅街道拡幅に伴う支障物件移設事業 

新青梅街道拡幅事業地内の市道に設置されている吸込槽を移設

するものである。 

 

（４１頁） 

⑿ 念仏塚橋拡幅整備事業 

念仏塚橋を拡幅するため、架け替え工事を行うものである。 

 

（４７頁） 

エ 立川都市計画道路３・４・１７号線整備事業 

事業認可を受けた榎地区まちづくり事業地内の道路整備を行う

ものである。 

 

（５１頁） 

⑵ 新青梅街道拡幅による汚水管布設替え事業 

新青梅街道拡幅事業に伴い、当該路線下に占有している公共下水

道汚水管の布設替えを行うものである。 

 

（５２頁） 

⑻ 多摩川上流排水区雨水対策事業 

新青梅街道拡幅事業に伴い、新青梅街道から残堀川へ雨水を排出
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するための雨水管の再整備を行うものである。 

⑼ 新青梅街道拡幅による雨水管整備事業 

新青梅街道拡幅事業に伴い、東京都施工の雨水管整備工事に係る

費用の負担について検討するものである。 

 

（５４頁） 

⑷ 多摩都市モノレール駅前広場等調査検討事業 

多摩都市モノレール延伸に合わせて必要となる駅前広場等の調

査検討を行うものである。 

 

（５６頁） 

⑸ 自転車活用推進計画事業 

地域の実情に応じた自転車の利活用と自転車を活用した魅力あ

るまちづくりを推進するため、自転車活用推進計画の策定について

検討するものである。 

 

（５７頁） 

⑹ 自転車駐車場整備事業 

多摩都市モノレール新駅設置に伴い、自転車駐車場用地の確保及

び整備を行うものである。 

 

（５８頁） 

⑴ 慰霊塔改修事業 

経年劣化した殉国慰霊塔について、修繕を行うものである。 

 

（６０頁） 

ウ アレルギー除去食対応事業 

小・中学校給食において、アレルギー除去食を令和７年度から

段階的に導入していくものである。 

 

（６１頁） 

オ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用強化モデル事業 

スクールソーシャルワーカーについて、全ての小・中学校に週１

回３時間以上配置できる体制を構築するものである。 

 

（６５頁） 

チ 校務支援システム等更新事業 

校務支援システムについて、新たな起動が搭載されたシステムに

更新するものである。 
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 ツ 校務用パソコン等更新業務 

校務用パソコンについて、校務用と指導用で使い分けていた２台

の端末を１台に集約する等、校務の効率化を図るものである。 

 

（６８頁） 

⑵ スポーツ都市宣言事業 

「２０１４武蔵村山市スポーツ都市宣言」の１０周年を記念し、

ＡＲスポーツの体験会を開催するものである。 

 

（７２頁） 

⑺ （仮称）暫定第二駐車場整備事業 

村山団地連合自治会集会所跡地を借り上げ、周辺来訪者用の暫

定駐車場を整備するものである。 

 

（７６頁） 

⑴ 子ども・子育て支援計画策定事業 

こども施策に係る計画を一体化した、こども計画を策定するもの

である。 

 

（７７頁） 

⑻ おくやみコーナー運営事業 

死亡届後に必要となる手続きをワンストップで行えるおくやみ

コーナーを運営するものである。 

⑼ 書かない窓口実施事業 

窓口のデジタル化を図り、各種申請書等について、市民が書か

なくても手続きを行える「書かない窓口」の導入について検討を

行うものである。 

 

（７８頁） 

⑿ 公共施設ネットワーク構築事業 

学童クラブ、図書館等の公共施設に情報系ネットワークを増設

するとともに、情報系端末を配備するものである。 

⒀ ビジネスチャットの導入及び文章生成ＡＩ活用事業 

ＬＧＷＡＮ環境で使用可能なビジネスチャット及び文書作成補

助、情報収集などの機能を有する文書生成ＡＩを導入するもので

ある。 

 

（７９頁） 

⒄ 預貯金等電子化照会サービス導入事業 
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滞納整理における預貯金等調査について、電子照会が可能とな

るサービスを導入するものである。 

 

（８０頁） 

⑴ 後期高齢者医療保険料コンビニ等収納事業 

後期高齢者医療保険料のコンビニ納付及びスマホ決済アプリに

よる納付を導入するものである。 

 

（結 論） 

原案のとおり決定する。 

 

議題２ その他 

（企画政策課長説明） 

 今後の予定であるが、本日の庁議決定後、改めて市長決裁を経た

後に、準備が整い次第、広資料として配布する予定である。 

 なお、文言の軽微な修正等の必要がある場合には、各主管課に確

認の上、事務局にて修正を加えることがあるので、御了承いただき

たい。 

（企画財政部長説明） 

 予算等の関係で大幅な修正となる場合には、持ち回り決裁の形で

対応させていただきたい。 

 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７２） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


